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第４２５回南国市議会定例会会議録

第７日 令和４年３月18日 金曜日

出席議員

１番 杉 本 理 ２番 丁 野 美 香

３番 西 山 明 彦 ４番 神 崎 隆 代

５番 植 田 豊 ６番 西 本 良 平

７番 浜 田 憲 雄 ８番 斉 藤 喜美子

９番 岩 松 永 治 １０番 西 川 潔

１１番 土 居 恒 夫 １２番 有 沢 芳 郎

１３番 中 山 研 心 １４番 前 田 学 浩

１５番 村 田 敦 子 １６番 岡 崎 純 男

１７番 野 村 新 作 １８番 浜 田 和 子

１９番 土 居 篤 男 ２０番 福 田 佐和子

２１番 今 西 忠 良

―――――――――――＊―――――――――――

欠席議員

な し

―――――――――――＊―――――――――――

出席要求による出席者

市 長 平 山 耕 三 副 市 長 村 田 功

参事兼総務課長兼
副 市 長 三 木 敏 生 中 島 章

選挙管理委員会事務局長

参事兼財政課長 渡 部 靖 参事兼企画課長 松 木 和 哉

情報政策 課 長 竹 村 亜希子 危機管理 課 長 山 田 恭 輔

税 務 課 長 高 野 正 和 市 民 課 長 崎 山 雅 子

子育て支援課長 溝 渕 浩 芳 長寿支援 課 長 島 本 佳 枝

保健福祉ｾﾝﾀｰ
藤 宗 歩 環 境 課 長 谷 合 成 章

所 長

農林水産 課 長 古 田 修 章 農地整備 課 長 田 所 卓 也

商工観光 課 長 長 野 洋 高 建 設 課 長 濵 田 秀 志

地籍調査 課 長 横 山 聖 二 都市整備 課 長 若 枝 実
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住 宅 課 長 山 﨑 伸 二 上下水道 局 長 橋 詰 徳 幸

会計管理者兼
秋 田 節 夫 福祉事務 所 長 池 本 滋 郎

参事兼会計課長
教 育 次 長 兼

教 育 長 竹 内 信 人 伊 藤 和 幸
学校教育 課 長
監 査 委 員

生涯学習課長 中 村 俊 一 天 羽 庸 泰
事 務 局 長

農 業 委 員 会
弘 田 明 平 消 防 長 小 松 和 英

事 務 局 長

―――――――――――＊―――――――――――

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 公 文 知 子 次 長 野 口 裕 介

書 記 門 脇 智 哉

―――――――――――＊―――――――――――

議事日程

令和４年３月18日 金曜日 午前10時開議

第１ 議案第１号 令和３年度南国市一般会計補正予算

第２ 議案第２号 令和３年度南国市土地取得事業特別会計補正予算

第３ 議案第３号 令和３年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算

第４ 議案第４号 令和３年度南国市国民健康保険特別会計補正予算

第５ 議案第５号 令和３年度南国市介護保険特別会計補正予算

第６ 議案第６号 令和３年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算

第７ 議案第７号 令和３年度南国市下水道事業会計補正予算（第２号）

第８ 議案第８号 令和４年度南国市一般会計予算

第９ 議案第９号 令和４年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

第10 議案第10号 令和４年度南国市土地取得事業特別会計予算

第11 議案第11号 令和４年度南国市農業集落排水事業特別会計予算

第12 議案第12号 令和４年度南国市国民健康保険特別会計予算

第13 議案第13号 令和４年度南国市介護保険特別会計予算

第14 議案第14号 令和４年度南国市企業団地造成事業特別会計予算

第15 議案第15号 令和４年度南国市後期高齢者医療保険特別会計予算

第16 議案第16号 令和４年度南国市水道事業会計予算

第17 議案第17号 令和４年度南国市下水道事業会計予算

第18 議案第18号 南国市手話言語条例
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第19 議案第19号 南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例

第20 議案第20号 南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例

第21 議案第21号 南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

第22 議案第22号 南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

第23 議案第23号 南国市都市計画法施行条例の一部を改正する条例

第24 議案第24号 南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第25 議案第25号 南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例

第26 議案第26号 南国市課の設置に関する条例の一部を改正する条例

第27 議案第27号 南国市職員の育児休業等に関する条例及び南国市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例

第28 議案第28号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例

第29 議案第29号 南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例

第30 議案第30号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第31 議案第31号 南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

第32 議案第32号 南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例

第33 議案第33号 南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

第34 議案第34号 市道の廃止について

第35 議案第35号 市道の認定について

第36 議案第36号 普通財産の無償譲渡について

第37 議案第37号 上倉・瓶岩北辺地に係る総合整備計画（第５次変更）について

第38 議案第38号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県

市町村総合事務組合規約の変更について

第39 議案第39号 高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退することに伴う

財産処分について

第40 議案第40号 高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退することに伴

う財産処分について
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第41 地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会報告

第42 承認要求書

第43 議員派遣の件

―――――――――――＊―――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第１より日程第43まで

議発第２号より議発第４号まで

―――――――――――＊―――――――――――

午前10時２分 開議

○議長（浜田和子） これより本日の会議を開きます。

―――――――――――＊―――――――――――

議案第１号から議案第４０号まで

○議長（浜田和子） この際、議案第１号から議案第40号まで、以上40件を一括議題といたし

ます。

これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長植田豊議員。

―――――――――――＊―――――――――――

令和４年３月16日

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

総務常任委員長

植 田 豊

総務常任委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第

103条の規定により報告します。

記

議案番号 件 名 審査結果 理 由

第 １号 令和３年度南国市一般会計補正予算 原案を可決 やむを得ない
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第１条歳入歳出予算の補正 すべきもの ものと認める

歳入の部

歳出第１款議会費 第２款総務費 第９款消防費

第２条繰越明許費の補正

第３条債務負担行為の補正

第４条地方債の補正

第 ２号 令和３年度南国市土地取得事業特別会計補正予算 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第 ８号 令和４年度南国市一般会計予算 原案を可決 やむを得ない

第１条歳入歳出予算 すべきもの ものと認める

歳入の部

歳出第１款議会費 第２款総務費 第９款消防費

第12款公債費 第13款予備費

第２条繰越明許費

第３条債務負担行為

第４条地方債

第５条一時借入金

第６条歳出予算の流用

第１０号 令和４年度南国市土地取得事業特別会計予算 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第２４号 南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第２６号 南国市課の設置に関する条例の一部を改正する条例 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第２７号 南国市職員の育児休業等に関する条例及び南国市職員 原案を可決 適当と認める

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 すべきもの

例

第２８号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償 原案を可決 適当と認める

支給条例の一部を改正する条例 すべきもの

第２９号 南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する 原案を可決 適当と認める
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条例の一部を改正する条例 すべきもの

第３０号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 原案を可決 やむを得ない

する条例 すべきもの ものと認める

第３１号 南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改 原案を可決 やむを得ない

正する条例 すべきもの ものと認める

第３２号 南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一 原案を可決 やむを得ない

部を改正する条例 すべきもの ものと認める

第３３号 南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部 原案を否決 再考を求める

を改正する条例 すべきもの

第３６号 普通財産の無償譲渡について 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第３７号 上倉・瓶岩北辺地に係る総合整備計画（第５次変更） 原案を可決 やむを得ない

について すべきもの ものと認める

第３８号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の 原案を可決 適当と認める

数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の変更に すべきもの

ついて

第３９号 高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が 原案を可決 適当と認める

脱退することに伴う財産処分について すべきもの

第４０号 高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合 原案を可決 適当と認める

が脱退することに伴う財産処分について すべきもの

―――――――――――＊―――――――――――

〔５番 植田 豊議員登壇〕

○５番（植田 豊） 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告申し上げ

ます。

今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第１号、議案第２号、議

案第８号、議案第10号、議案第24号、議案第26号から議案第33号まで、議案第36号から議案第

40号までの18件であります。去る16日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の

出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告申し上げます。

まず、議案第１号令和３年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第１条歳
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入歳出予算の補正中、歳入の部、歳出第１款議会費、第２款総務費、第９款消防費、第２条繰

越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正、第４条地方債の補正についてであります。

歳入歳出補正予算の規模は、１億1,089万3,000円の減額計上であります。その所要一般財源

は４億4,502万5,000円の増額であり、法人事業税交付金2,727万3,000円、地方消費税交付金及

び普通交付税等４億7,369万4,000円を増額計上し、財政調整基金繰入金等2,866万9,000円を減

額計上するものです。

主な歳出は、総務費関係では、減債基金積立金３億2,389万4,000円及び国土調査事業費１億

3,903万9,000円を増額計上するものです。

繰越明許費につきましては、国の補正予算等により29事業で総額16億3,583万円を追加計上

し、４事業を変更しております。

債務負担行為につきましては、瓶岩地区橋梁建築工事に係る限度額２億2,600万円を廃止し

ております。

審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第２号令和３年度南国市土地取得事業特別会計補正予算につきましては、歳入で

財産収入９万7,000円を減額計上し、歳出で土地取得事業費９万7,000円を減額計上するもので

あり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第８号令和４年度南国市一般会計予算で当委員会に付託されました第１条歳入歳

出予算中、歳入の部、歳出第１款議会費、第２款総務費、第９款消防費、第12款公債費、第

13款予備費、第２条繰越明許費、第３条債務負担行為、第４条地方債、第５条一時借入金、第

６条歳出予算の流用についてであります。

予算の総額は233億4,000万円で、前年度当初予算と比べ2.1％の減額予算となっております。

一般財源総額は128億7,326万6,000円で、前年度に比べ0.9％の増となっております。

主な歳出として、総務費関係では、電子自治体推進事業費１億8,808万9,000円、ふるさと応

援基金積立金４億4,000万円及びふるさと寄附金事業費１億7,887万6,000円を計上し、消防費

関係では、消防施設費3,905万5,000円、消防用自動車等購入費5,377万3,000円、防災費

9,832万5,000円及び住宅耐震対策促進事業費9,453万3,000円を計上しております。

また、公債費は、元利償還金20億7,297万9,000円を計上し、繰越明許費として、体育施設管

理運営費２億6,400万円を計上し、債務負担行為として、南国市環境センター運転管理業務委

託7,920万円、一般廃棄物処理事業に係る業務委託１億3,835万6,000円及び市民課窓口業務委

託１億4,500万円を計上しております。
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審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第10号令和４年度南国市土地取得事業特別会計予算につきましては、予算総額が

歳入歳出それぞれ3,547万4,000円で前年度に比べ3,000円の増額予算となっており、歳入では、

財産収入10万円及び繰越金3,537万4,000円を計上し、歳出では、土地取得事業費547万4,000円

及び予備費3,000万円を計上するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しまし

た。

次に、議案第24号南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、子供に

係る国民健康保険税の被保険者均等割額の減額措置に関する規定を新設することであり、適当

と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第26号南国市課の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人権

施策を総合的に推進していくため、総務課に「じんけん係」を新設することから、本条例の一

部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第27号南国市職員の育児休業等に関する条例及び南国市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取

得要件を緩和するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の任命権

者への義務付けに関する規定を新設することから、これらの条例の一部を改正するものであり、

適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第28号南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例につきましては、本市のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進体制を

整備し、総合的かつ計画的な推進を図るため、ＤＸ推進アドバイザーを設置することから、同

アドバイザーの報酬及び費用弁償の額を定めるため、本条例の一部を改正するものであり、適

当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第29号南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、団員が災害に関する職務に従事する場合の費用弁償の額を増額するた

め、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第30号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、一般職の職員の期末手当の支給額を、再任用職員以外の職員にあっては年間で0.15月分、

再任用職員にあっては年間で0.1月分引き下げること及び令和４年６月に支給する期末手当に

関する特例措置を設けることであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決し

ました。なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
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次に、議案第31号南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、市議会議員の期末手当の支給額を年間で0.1月分引き下げること及び令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例措置を設けることであり、やむを得ないものと認め、原案を可

決すべきものと決しました。なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。

次に、議案第32号南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例に

つきましては、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給額を年間で0.1月分引き下げること

及び令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置を設けることであり、やむを得ないも

のと認め、原案を可決すべきものと決しました。なお、一部反対の意見がありましたことを申

し添えます。

次に、議案第33号南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、会計年度任用職員以外の一般職の職員の取扱いに準じて、令和４年６月に支給す

る期末手当に関する特例措置を設けることから、本条例の一部を改正するものであります。こ

の特例措置は期末手当を0.15月分に相当する額を減額するもので、当委員会としては適当でな

いと考え、原案を否決すべきものと決しました。

次に、議案第36号普通財産の無償譲渡についてにつきましては、南国市が整備した光通信設

備を西日本電信電話株式会社高知支店に無償譲渡したく、議会の議決を求めるものであり、適

当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第37号上倉・瓶岩北辺地に係る総合整備計画（第５次変更）についてにつきまし

ては、既存計画事業の事業費の見直しを行うとともに、新たにスクールバスの車両更新を行う

ため、計画を変更するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しま

した。

次に、議案第38号高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県

市町村総合事務組合規約の変更についてにつきましては、令和４年４月１日から、高知県市町

村総合事務組合から津野山広域事務組合及び幡多中央環境施設組合を脱退させ、これに伴い高

知県市町村総合事務組合規約を変更することについて、議会の議決を求めるものであり、適当

と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第39号高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退することに伴う

財産処分についてにつきましては、高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退

することに伴う財産処分を定めることについて、議会の議決を求めるものであり、適当と認め、

原案を可決すべきものと決しました。
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最後に、議案第40号高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退することに

伴う財産処分についてにつきましては、高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合

が脱退することに伴う財産処分を定めることについて、議会の議決を求めるものであり、適当

と認め、原案を可決すべきものと決しました。

以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたしま

す。

○議長（浜田和子） 産業建設常任委員長村田敦子議員。

―――――――――――＊―――――――――――

令和４年３月16日

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

産業建設常任委員長

村 田 敦 子

産業建設常任委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第

103条の規定により報告します。

記

議案番号 件 名 審査結果 理 由

第 １号 令和３年度南国市一般会計補正予算 原案を可決 やむを得ない

第１条歳入歳出予算の補正 すべきもの ものと認める

歳出第６款農林水産業費 第７款商工費 第８款

土木費

第 ３号 令和３年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第 ７号 令和３年度南国市下水道事業会計補正予算（第２号） 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第 ８号 令和４年度南国市一般会計予算 原案を可決 やむを得ない
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第１条歳入歳出予算 すべきもの ものと認める

歳出第５款労働費 第６款農林水産業費 第７款

商工費 第８款土木費 第11款災害復旧費

第 ９号 令和４年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計予 原案を可決 やむを得ない

算 すべきもの ものと認める

第１１号 令和４年度南国市農業集落排水事業特別会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第１４号 令和４年度南国市企業団地造成事業特別会計予算 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第１６号 令和４年度南国市水道事業会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第１７号 令和４年度南国市下水道事業会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第２３号 南国市都市計画法施行条例の一部を改正する条例 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第３４号 市道の廃止について 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第３５号 市道の認定について 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

―――――――――――＊―――――――――――

〔15番 村田敦子議員登壇〕

○１５番（村田敦子） 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告申し上

げます。

今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第１号、３号、７号、８号

９号、11号、14号、16号、17号、23号、34号、35号の以上12件であります。去る16日に委員会

を開催し、関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し

上げます。

まず、議案第１号令和３年度南国市一般会計補正予算、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

第６款農林水産業費、第７款商工費、第８款土木費について、歳出の主なものとして、農林水
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産業費関係では、農業振興育成補助金等事業費3,452万6,000円を減額計上し、土木費関係では、

都市再生整備事業費５億4,438万3,000円を減額計上するものです。審査の結果、やむを得ない

ものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第３号令和３年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算については、歳入歳

出補正予算の規模は、２万4,000円の減額計上であります。歳入において、一般会計繰入金

47万6,000円を増額計上、市債50万円を減額計上し、歳出においては、農業集落排水職員人件

費２万4,000円を減額計上するものであります。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべき

ものと決しました。

次に、議案第７号令和３年度南国市下水道事業会計補正予算については、収益的収入及び支

出において、下水道事業収益を3,188万5,000円、下水道事業費用を1,177万円増額するもので

あります。資本的収入及び支出においては、資本的収入を960万円、資本的支出を967万

7,000円増額するものであります。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しま

した。

次に、議案第８号令和４年度南国市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第５款労働費、

第６款農林水産業費、第７款商工費、第８款土木費、第11款災害復旧費について、歳出の主な

ものとして、労働費関係では、高知勤労者福祉サービスセンター及び労働金庫預託金1,800万

円を計上し、農林水産業費関係では、農業振興育成補助金等事業費２億524万9,000円、市単独

土地改良事業費8,149万円、多面的機能支払交付金事業費9,304万5,000円、農業集落排水事業

特別会計繰出金１億3,757万2,000円等を計上し、商工費関係では、商工振興費2,756万1,000円、

ものづくりサポートセンター管理運営業務等委託料を含むものづくりサポートセンター関連事

業費4,110万7,000円及び観光費3,890万3,000円を計上し、土木費関係では、道路維持費１億

5,260万円、市単独道路新設改良事業費8,414万9,000円、道路に係る社会資本整備総合交付金

事業費２億7,200万円、橋梁等の長寿命化に係る道路更新防災等対策事業費5,600万円、土地区

画整理事業費３億2,216万5,000円、都市再生整備事業費７億4,941万4,000円及び下水道事業会

計繰出金２億2,974万5,000円するものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可

決すべきものと決しました。

次に、議案第９号令和４年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算については、歳入

歳出それぞれ1,186万4,000円であり、歳入では、県支出金5,000円、諸収入２万1,000円及び繰

越金1,183万8,000円を計上し、歳出では、人件費を含む貸付事業費1,186万4,000円を計上する

ものです。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
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次に、議案第11号令和４年度南国市農業集落排水事業特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ１億8,083万4,000円であり、歳入では、受益者分担金及び使用料等の収入3,306万

2,000円並びに市債1,020万円を計上し、歳出では、主なものとして、人件費を含む農業集落排

水総務費2,420万4,000円、浜改田、久礼田及び国府処理場の維持管理費4,062万5,000円、公債

費１億1,549万5,000円を計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を

可決すべきものと決しました。

次に、議案第14号令和４年度南国市企業団地造成事業特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ11億9,765万4,000円であり、歳入では、県支出金495万円、日章産業団地の分譲に伴う

財産収入11億9,270万4,000円を計上し、歳出では、工業団地造成事業費3,005万4,000円及び公

債費11億6,760万円を計上するものです。審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと

決しました。

次に、議案第16号令和４年度南国市水道事業会計予算について、収益的収支では、収入７億

2,380万5,000円、支出６億1,894万1,000円とし、建設改良事業に伴う資本的収支では、収入１

億9,600万円を、支出６億6,384万8,000円を予定しており、不足する額４億6,784万8,000円は、

当年度分損益勘定留保資金２億1,782万8,000円、当年度分消費税資本的収支調整額3,983万

2,000円及び減債積立金２億1,018万8,000円で補塡するものです。審査の結果、やむを得ない

ものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第17号令和４年度南国市下水道事業会計予算について、収益的収支では収入５億

2,792万3,000円、支出５億1,827万7,000円であり、建設事業に伴う資本的収支では、収入７億

541万3,000円、支出８億6,751万7,000円であります。不足する額１億6,210万4,000円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額786万9,000円、減債積立金3,191万9,000円、過年

度分損益勘定留保資金１億2,231万6,000円で補塡するものです。審査の結果、やむを得ないも

のと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第23号南国市都市計画法施行条例の一部を改正する条例については、都市計画法

の改正に伴い、本条例の一部を改正するもので、主な改正の内容は、頻発・激甚化する災害を

踏まえ、災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を、開発許可の対象となる土地の区域か

ら原則除外するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきも

のと決しました。

次に、議案第34号市道の廃止について、議案第35号市道の認定については、宝橋西線は、新

図書館の建設に伴い、起点の変更が必要であることから、一度廃止を行った後、再度認定を行
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うものであり、審査の結果、いずれもやむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決し

ました。

以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいた

します。

○議長（浜田和子） 教育民生常任委員長丁野美香議員。

―――――――――――＊―――――――――――

令和４年３月16日

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

教育民生常任委員長

丁 野 美 香

教育民生常任委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第

103条の規定により報告します。

記

議案番号 件 名 審査結果 理 由

第 １号 令和３年度南国市一般会計補正予算 原案を可決 やむを得ない

第１条歳入歳出予算の補正 すべきもの ものと認める

歳出第３款民生費 第４款衛生費 第10款教育費

第 ４号 令和３年度南国市国民健康保険特別会計補正予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第 ５号 令和３年度南国市介護保険特別会計補正予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第 ６号 令和３年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予 原案を可決 やむを得ない

算 すべきもの ものと認める

第 ８号 令和４年度南国市一般会計予算 原案を可決 やむを得ない

第１条歳入歳出予算 すべきもの ものと認める
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歳出第３款民生費 第４款衛生費 第10款教育費

第１２号 令和４年度南国市国民健康保険特別会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第１３号 令和４年度南国市介護保険特別会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第１５号 令和４年度南国市後期高齢者医療保険特別会計予算 原案を可決 やむを得ない

すべきもの ものと認める

第１８号 南国市手話言語条例 原案を可決 適当と認める

すべきもの

第１９号 南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例 原案を可決 適当と認める

の一部を改正する条例 すべきもの

第２０号 南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条 原案を可決 適当と認める

例 すべきもの

第２１号 南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例の 原案を可決 適当と認める

一部を改正する条例 すべきもの

第２２号 南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に 原案を可決 適当と認める

関する条例の一部を改正する条例 すべきもの

第２５号 南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例 原案を可決 適当と認める

すべきもの

―――――――――――＊―――――――――――

〔２番 丁野美香議員登壇〕

○２番（丁野美香） 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告を申し

上げます。

今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第１号、議案第４号から議

案第６号、議案第８号、議案第12号、議案第13号、議案第15号、議案第18号から議案第22号ま

で、議案第25号の以上14件であります。去る３月16日、三木副市長はじめ、関係課長の出席を

求め、慎重に審査を行いましたので、以下順次、御報告を申し上げます。

まず、議案第１号令和３年度南国市一般会計補正予算、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

３款民生費、第４款衛生費、第10款教育費についてであります。
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民生費関係で主なものは、民営保育所等費2,534万5,000円、認定こども園事業費4,508万

8,000円、地域型保育事業費2,644万8,000円及び公立保育所費5,315万7,000円を増額計上した

ものです。

教育費関係で主なものは、小学校管理費8,269万6,000円を増額計上し、国営ほ場整備発掘調

査等事業費2,405万3,000円及び体育施設管理運営費8,687万8,000円を減額計上したもので、審

査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第４号令和３年度南国市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳

出補正予算の規模は、306万8,000円の減額計上であり、歳入の主なものは、国民健康保険税

5,054万1,000円、諸収入428万8,000円及び国庫支出金277万5,000円を増額計上し、基金繰入金

5,669万9,000円等を減額計上したものです。歳出の主なものは、保険給付費345万円等を減額

計上したもので、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第５号令和３年度南国市介護保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳出補

正予算の規模は、１億691万円の減額計上であります。歳入の主なものは、国庫支出金5,201万

5,000円、県支出金14万2,000円及び繰入金5,465万円等を減額計上し、歳出の主なものは、地

域支援事業費88万2,000円及び基金積立金１億587万6,000円を減額計上したもので、審査の結

果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第６号令和３年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算につきましては、

歳入歳出補正予算の規模は、3,389万1,000円の増額計上であります。歳入の主なものは、後期

高齢者医療保険料3,388万円等を増額計上し、歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納

付金3,390万5,000円等を増額計上したもので、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を

可決すべきものと決しました。

次に、議案第８号令和４年度南国市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第３款民生費、

第４款衛生費、第10款教育費についてであります。

民生費関係で主なものは、障害者自立支援給付事業費12億8,779万8,000円、後期高齢者医療

関連事業費７億6,451万8,000円、繰出金として国民健康保険特別会計繰出金５億5,529万

3,000円、介護保険特別会計繰出金７億2,925万3,000円、後期高齢者医療保険特別会計繰出金

２億1,014万1,000円、児童扶養手当費２億5,223万円、児童手当費７億352万6,000円、民営保

育所等費11億2,799万6,000円、認定こども園事業費４億1,445万2,000円、乳幼児等医療費助成

事業費１億7,829万2,000円、公立保育所費６億774万7,000円、放課後児童対策事業費２億

2,200万6,000円、長岡西部保育所改築事業費１億1,207万6,000円、生活保護扶助費16億
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9,550万円を計上しております。

衛生費関係で主なものは、公的病院運営助成金6,371万3,000円、予防接種委託料を含む保健

衛生予防費１億4,299万8,000円、妊婦・乳児等健康診査事業費4,261万9,000円、合併処理浄化

槽設置整備事業費2,884万1,000円、香南清掃組合負担金及びごみ収集等委託料を含む塵芥処理

関係事業費５億2,310万2,000円、最終処分場関係一般管理費7,956万4,000円、し尿処理施設運

営事業費２億2,940万円を計上しております。

教育費関係で主なものは、南国市アクションプラン事業費2,464万7,000円、公民館管理費

7,099万6,000円、地域交流センター運営事業費2,784万7,000円、国営ほ場整備事業に係る遺跡

発掘調査等事業費8,229万9,000円、瓶岩地区橋梁建築工事費を含む体育施設管理運営費４億

5,705万5,000円及び給食センター運営事業費7,483万6,000円を計上したものであり、審査の結

果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第12号令和４年度南国市国民健康保険特別会計予算につきましては、予算総額は、

歳入歳出それぞれ58億2,725万1,000円で、前年度に比べ3,610万2,000円の減額予算となってお

ります。

歳入では、国民健康保険税９億307万6,000円、県支出金43億3,291万5,000円、諸収入等

1,782万6,000円、一般会計等からの繰入金５億7,343万4,000円を計上しております。歳出では、

職員人件費を含む総務費１億297万6,000円、保険給付費42億4,562万円、国民健康保険事業費

給付金14億2,814万7,000円、保険事業費4,704万円等を計上したものであり、審査の結果、や

むを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第13号令和４年度南国市介護保険特別会計予算につきましては、予算総額は、歳

入歳出それぞれ45億8,597万3,000円で、前年度に比べ422万2,000円の増額予算になっておりま

す。

歳入では、第１号被保険者の保険料８億5,348万5,000円、国庫支出金11億2,316万3,000円、

支払基金交付金11億9,119万1,000円、県支出金６億4,871万5,000円、一般会計等からの繰入金

７億6,925万3,000円等を計上しました。

歳出では、職員の人件費を含む総務費9,489万5,000円、保険給付費42億7,200万円、職員２

名の人件費を含む地域支援事業費２億1,113万1,000円、一般会計への繰出金を含む諸支出金

794万7,000円を計上したもので、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきも

のと決しました。

次に、議案第15号令和４年度南国市後期高齢者医療保険特別会計予算につきましては、予算
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総額は、歳入歳出それぞれ７億8,250万8,000円で、前年度に比べ、4,742万2,000円の増額予算

となっております。

歳入では、後期高齢者医療保険料５億7,062万7,000円、一般会計からの繰入金２億1,014万

1,000円等を計上し、歳出では職員の人件費を含む総務費2,218万3,000円、後期高齢者医療広

域連合納付金７億5,917万5,000円等を計上したもので、審査の結果、やむを得ないものと認め、

原案を可決すべきものと決しました。

なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。

次に、議案第18号南国市手話言語条例につきましては、手話が言語であるという認識に基づ

き、手話及び聾者に対する理解の促進や、手話の普及に関する基本理念を定め、南国市の責務、

市民や事業者等の役割を明らかにするとともに、聾者と聾者以外の者が真に共生する地域社会

の実現に寄与することを目的として、本条例を制定するものであり、審査の結果、適当と認め、

原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第19号南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、地域交流センターの１階観覧席部分のみを使用する場合の使用料に関する

規定を追加するため、本条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を

可決すべきものと決しました。

次に、議案第20号南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、

南国市地域交流センターの供用開始に併せて、各施設における使用許可の取消し、使用料の減

免等の使用に関する規定を統一するため、条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適

当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第21号南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

につきましては、議案第20号と同様、各施設における規定を統一するため、関連する条例の一

部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、議案第20号、議案第21号と同様、各施設における規定を統一す

るため、関連する条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決す

べきものと決しました。

最後に、議案第25号南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、コンビニ

交付サービスの利用を促進し、市民課窓口の混雑緩和を図ることを目的として、コンビニ交付

サービスによる住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付に係る手数料を減額するため、本条例
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の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。

以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいた

します。

○議長（浜田和子） これにて委員長の報告は終わりました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 委員長報告に対する質疑を終結いたします。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。

20番福田佐和子議員。

〔20番 福田佐和子議員登壇〕

○２０番（福田佐和子） 私は、今議会に提案されました議案のうち、議案第８号令和４年度

南国市一般会計予算について反対討論をいたします。

共産党議員団は毎年新年度予算に対する要望書を提出しております。今年はコロナ禍が続く

中での緊急性のある市民の声を集め、さらに要望書を提出いたしました。一般質問でも私が述

べましたように、市民の声は、コロナ前後で売上げは減少している、国や県、市の支援金は既

に活用して使い果たした、売上減少の中で南国市の上乗せ支援を要望する、また飲食業など一

部の業種だけではなくサービス業などほかの職種にも支援の対象を広げてほしいという大変切

実な願いでした。これらの声はずっとこの間も寄せられておりましたし、新年度予算には当然

市独自の支援策が計上されるべきだったと思います。

市長の施政方針では、新型コロナ感染について感染拡大防止の取組を心を一つにして取り組

んでこられた市民の皆様、事業者の皆様、並びに最前線におられる医療従事者の皆様の御尽力

に深く感謝申し上げます、私も長期に及び感染症との闘いにおいて市民の皆様の安全を第一に

経済対策など暮らしを守り支える施策に取り組んできました、ワクチン接種の早期完了ととも

に国及び県と緊密な連携を計りながら早急に完全収束に向けて取組を進めていく、また感染症

の影響により経済的に打撃を受けられた家庭や事業者の皆様に対し、これまでと同様時期を見

て時期を捉えて的確な支援と施策を実施していくと決意を述べられましたけれども、新年度予

算にこれらの市民の実情に見合う支援策の予算はありませんでした。
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施政方針どおり市民の苦境に心を寄せ、必要な支援、国、県頼みではなく基金を使い市独自

の支援策の予算を組むべきではなかったでしょうか。市民のために使える財源は12月に地域創

生交付金が国から来ましたし、いざというときのための基金もあります。足りなければ国や県

に要求すべきであり、非常事態に市民だけに苦難を強いるのは地方自治の本旨から外れるので

はないかと思います。補正予算での住民税非課税世帯への給付金８億円は全額国費であり、私

の一般質問にも今後も国、県の動向を見てとのことでした。コロナ感染による困難な暮らしは

３年目に入りました。市民がどのような状況にあるかはさきの要望書の中身でも述べたとおり

です。仕事の減に比例して収入が減る中、物価は日に日に上がっております。ややこしい手続

をしてやっと受けた給付金は収入に換算され、感染対策費も出ないという切実な声が寄せられ

ています。この大変な時期に税収は伸びています。予算は前年度比を計算に入れたとしても市

民の皆さんも、そして私たちも納得できるものではありません。私たちは、これまで何度も市

が独自に市民の実情を調査し、一人一人に行き渡る支援をと要求してきました。これは市民の

身近にいる南国市行政でしかできないことです。

予算編成には御苦労も多いことはこれも理解をしております。長期にわたるコロナ感染とい

う私たちにとっては初めての経験です。職員の皆さんは自らの健康や家族への心配もある中で、

庁内力を合わせ市民のためにと尽力されておられることも理解をしております。市民にとって

不安だったワクチン接種も、市民の皆さんの「笑顔の対応にほっとした」との声をたくさん聞

きました。私も３回目のおり、前後の方と３人組でよく配慮された会場を一緒に移動しながら

安心して受けることができました。これは市民の皆さん多くの方が感じておられることでもあ

ります。市民の皆さんとともに職員の皆さんには心から感謝の思いを伝えたいと思います。

以上述べましたように、議案第８号一般会計予算には今強く求められている市民への具体的

な支援策がありませんので反対をいたします。以上です。

○議長（浜田和子） 15番村田敦子議員。

〔15番 村田敦子議員登壇〕

○１５番（村田敦子） 私は、議案第25号南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て賛成討論をします。

今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号カードであるマイナンバ

ーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書の交付をコンビニの端末機で受けると従

来の手数料300円が200円になるというものです。

本市におけるマイナンバーカードの取得者は３人に１人いるかいないかの状況です。乳児や
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子供たちは住民票や印鑑証明を取りにコンビニに行くということは考えられませんので、実質

は市民の５人に１人くらいの方しか対象にならないと思われます。事あるごとに言われる市民

への公平性という観点からも、カードを持たない者が圧倒的に多数であるにもかかわらず行う

ということに意図的な選別が見受けられます。可燃ごみ袋代の引下げのように、全市民の負担

軽減となるよう多数であるカード不所持の方々の手数料も200円にすることを願い、少数の方

が対象ですが負担軽減ということで賛成討論とします。

○議長（浜田和子） １番杉本理議員。

〔１番 杉本 理議員登壇〕

○１番（杉本 理） 日本共産党の杉本理です。

議案第30号及び議長のお許しをいただきまして議案第33号に共に反対する討論を行います。

2021年人事院勧告の取扱いに係る賃金確定は、国の動向を受けて多くの自治体で越年となっ

ております。人事院は昨年12月17日に内閣人事局からの問合せに対し、2021年12月期の期末手

当で引下げを行わなかった0.15月分について、2022年度６月期の期末手当から差し引くよう特

例を設けることが適当としています。地方公務員は各自治体で決定することになりますが、近

年国準拠の考えが強まっていることから、どの自治体も国が決めたら国のとおり改定するとい

う姿勢です。しかし、各自治体できちんと議論の上決めるべきではないでしょうか。今回の人

勧の課題は、岸田政権が日本の経済を成長させるためには賃上げが不可欠と捉え、経済対策と

してケア労働者の賃金引上げの処遇改善事業を進める一方で、公務員賃金を引き下げようとし

ていることです。保育士等の処遇改善事業では、人事院勧告で期末手当が下がった分を補塡す

る賃金改善に補助することになっています。このことからも2021年人事院勧告の期末手当の引

下げは許されません。

また、６月期に前年度分の期末手当の削減分を引下げ調整するというのも極めて重大な問題

です。これまでもマイナス人勧の際に12月期の一時金で引下げの調整を行ってきたことは、本

来法の一般原則である不利益不遡及の原則に反するものです。しかし、国は公務賃金が現行の

人勧制度の下で、年度当初に確定することができないため年間で調整という民間では考えられ

ないルールを持ち出し押しつけてきています。このことを争った裁判でも、この間労働者の主

張は残念ながら認められておりませんが、しかし今回はこれまで国が言ってきた年間で調整に

もなっておらず、年度をまたいでの引下げです。公務員の労働基本権が制約される下で労働条

件の不利益変更を本来法が認めていないルールで、しかも今回のように拡大解釈して行おうと

することは容認し難いものです。会計年度をまたいだ減額調整は不当であり、６月１日までに
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退職した職員等との取扱いの不均衡などの矛盾については指摘をせざるを得ません。

また、会計年度任用職員の場合は勤勉手当の支給がなく、もともと年間の一時金支給月数が

少ない下で、人勧だからといって正規と同様に引き下げることには道理がありません。国家公

務員の非常勤職員の場合も勤勉手当が支給されていなかった2020年度は人勧の期末手当削減マ

イナス0.05か月は実施されておりません。

以上のことを述べまして、30号及び33号の反対討論といたします。同僚議員の御賛同よろし

くお願いいたします。

○議長（浜田和子） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 討論を終結いたします。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより採決に入ります。

まず、議案第１号から議案第７号まで、以上７件を一括採決いたします。委員長の報告はい

ずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第７号まで、以上

７件はいずれも原案のとおり可決されました。

次に、議案第８号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第９号から議案第14号まで、以上６件を一括採決いたします。委員長の報告はい

ずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、議案第９号から議案第14号まで、以上

６件はいずれも原案のとおり可決されました。

次に、議案第15号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第16号から議案第29号まで、以上14件を一括採決いたします。委員長の報告はい

ずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、議案第16号から議案第29号まで、以上

14件はいずれも原案のとおり可決されました。

次に、議案第30号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第31号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第32号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第33号を採決いたします。委員長の報告は否決でありますが、本案を可決するこ

とについて採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されまし

た。

次に、議案第34号から議案第40号まで、以上７件を一括採決いたします。委員長の報告はい

ずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



－304－

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、議案第34号から議案第40号まで、以上

７件はいずれも原案のとおり可決されました。

―――――――――――＊―――――――――――

地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会報告

○議長（浜田和子） 日程第41、地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会報告を議

題といたします。

本件に対する委員長の報告を求めます。地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会

委員長今西忠良議員。

―――――――――――＊―――――――――――

令和４年３月18日

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会委員長

今 西 忠 良

委員会調査報告書

本委員会に付託の事件について、調査の結果を下記のとおり南国市議会会議規則第103条の

規定により報告します。

―――――――――――＊―――――――――――

〔21番 今西忠良議員登壇〕

○２１番（今西忠良） 地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会のこれまでの調査

の経過と結果につきまして、御報告申し上げます。

当委員会は、昨年12月16日の第424回市議会定例会最終日において設置が決議され、同日、

委員長・副委員長を選出し、12月21日から合計５回開催をいたしました。

12月21日には、生涯学習課長の出席を求め、中央地域交流センター建設工事に係る発注者・

設計監理者・請負者等の工事工程定例会記録書、設計変更までの経緯報告書、１階ピロティー

壁画工事見積書といった資料の提出と説明を受けました。この中では、土居恒夫議員の提案に

よる壁画制作に至った経緯、とりわけ市に提案のあった日時、さらには企画書の出された時期

との整合性に質問が集中する中、答弁も不十分であり、新たな資料提出を求めて散会しました。
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2022年１月６日には、午前中、地域交流センターの建設工事現場での現地視察と調査を行い

ました。午後１時からの会議には、三木副市長、生涯学習課長、生涯学習課長補佐、住宅課建

築係長の出席を求め、前回出された疑問点について改めて答弁を受けました。そして、地域交

流センター建設工事請負契約の金額変更、何といっても壁画制作に至った過程で、当初の基本

設計であったエントランス空間へのベンガラしっくい塗り壁面から、なぜ壁画に変更されたの

か。当時議長であった土居恒夫議員への忖度の有無について、また、行政の意思決定がゆがめ

られたことがなかったかについて、質しました。

議長の地位の利用と忖度の有無については、提案以後、様々な部署と工程の中で実現の可否

を探ってきたし、壁画の評価についても一致に達したものであり、忖度が働いたと考えたこと

は一切ありません、との副市長及び担当課職員の答弁でありました。

１月17日の会議には、市長の出席を求め、市長が壁画制作を知り得た時期や決裁をした日時、

さらに当時の土居恒夫議長との関わり合い、忖度の有無について、また、議長の提案であれば

法上から見ても受け入れるべきではなかったのではないかと政治姿勢を質しました。

これに対し、市長は、専決処分について、地方自治法と条例に基づいて提案したもので、何

ら瑕疵はないと考える。議員の請負についても問題はないものと考え、進めてきた。初めて知

ったのは、市政連絡会終了後の土居議長の一言で、６月か７月であったと記憶している。今思

えば、不本意・残念だが、考えが不足していた、とも述べました。

１月24日の会議には、壁画制作の当事者である土居恒夫議員に出席を求め、今日までの経緯

等、また事実関係について以下のような説明を受けました。

自分の説明不足であったことは反省している。当初の設計を変更することとなったが、壁画

の構想は、一昨年のワークショップの頃から持っており、南国市の崇高な歴史と豊かな文化の

一つとして壁画を取り入れたい強い思いがあった。議長としての地位の利用、働きかけなどは

一切しておらず、設計業者に構想と企画書が認められた結果だと考えている。地方自治法第

92条の２にある議員の請負には当たらないと確信したので制作にあたってきた、とのことでし

た。

以上５回にわたり、執行部そして土居恒夫議員の出席を求めて調査特別委員会に付託された

事項に沿って、事実関係を調査してきました。

この間、委員から様々な角度より質疑を行い、経過と事実関係を明らかにすることに努めて

きました。この中で、発注者である南国市は土居議員（当時議長）への忖度については一切否

定しました。また、請負についても許容の範囲内であるとの主張に終始しました。
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壁画制作決定にあたる中で、時系列での工程経過と流れの不透明感は拭いきれないところも

ありますが、調査範囲、当委員会の権限からも、これ以上の調査・追及は限界であり、また、

当委員会に付託されております請負契約の契約そのものに関しましては、問題がないと判断し

ました。

なお、政治倫理上の問題があるのではないかという意見が出されたことを申し添えます。

よって、以上、地域交流センター建設工事請負契約調査特別委員会の最終報告といたします。

同僚議員の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

○議長（浜田和子） これにて委員長の報告は終わりました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 質疑を終結いたします。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。

12番有沢芳郎議員。

〔12番 有沢芳郎議員登壇〕

○１２番（有沢芳郎） 特別調査委員会委員長の報告について反対します。

国宝姫路城などに使われている世界最高品位の土佐しっくいを使わずに、一般家庭に使われ

ているタナクリームに変更していること、壁画企画書が６月に提出されています。しかし、４

月には教育長の決裁が下りているのが判明しました。約２か月前に企画書がないのに口頭で説

明して決裁が下りていることが判明しました。壁画企画書の内容は土佐しっくいを使うことに

なっているが、実際に使用しているのはタナクリームで企画提案書と違うことが判明しました。

専決処分するために工事変更金額2,000万円を超さないように金額を調整変更した疑いがある

ので、請負業者を呼んでもっと詳しく調査するべきではないでしょうか。警察が地域交流セン

ター建設変更工事について請負業者に聞き取り調査に来ていること、警察が忖度があるのでは

ないかと調査していることが判明しました。私が一般質問で提案したように、記録書を記述し

た請負業者と設計監理業者を呼んで、もっと詳しく聞き取り調査をすべきではないか。特別委

員会でも請負業者を呼ぶ要請はできるはずであります。請負業者は協力すると言ってくれてお

ります。

次に、私は教育民生常任委員としてこの問題に個人としても調査してまいりました。昨年
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12月議会後に元請の見積書をいただき、また今週16日に市役所からの見積りをもらいました。

私のほうで精査させてもらいましたが、土居恒夫議員は県展無監査で、描かれる絵の大きさで

評価の値段は大体決まっている方だと思います。それを考えると、あの見積りの原画代、作画

作業代はあまりにも安く、これは議員の寄附行為に当たると思います。この件も特別調査委員

会は話し合っておらず、委員長報告に反対します。

原画代と作画代が県展無鑑査の行ったものとして比較し、大いに乖離があれば議員の寄附行

為と判断できます。土居恒夫議員は、特別調査委員会で発言したように、議員の前に画家であ

り画家としてやったことだと本人は言っています。画家として原画を描き、画家として約２か

月作画をしています。県展無鑑査の画家がやった別途事業として対価が大きく低ければ、重ね

て言いますが寄附行為です。この点特別調査委員会は全く議論していません。そして、市長を

含め執行部側は、12月議会、３月議会の答弁で私たちに土居恒夫議員の画家としての名声を認

識して、それによる文化のＰＲを答弁されていましたが、それなら寄附行為の強要にも当たる

と思います。この件も含め契約の内容を、もう一度言いますが契約の内容を調査してもらいた

いと思います。今の委員長報告では納得はできません。これで調査を終わってはいけないんで

はないでしょうか。

以上が私の委員長報告反対討論であります。何とぞ御賛同よろしくお願いします。

○議長（浜田和子） ほかに討論はありませんか。10番西川潔議員。

〔10番 西川 潔議員登壇〕

○１０番（西川 潔） 地域交流センターのこの壁画については、３月９日の市長答弁でも忖

度ではなく地方自治法92条の２項の規定にも反していない旨でありました。さしたる確証もな

く、臆測、推測の域でとがを問うことはできない。特別調査委員会の報告に私は問題はない、

賛成といたします。

以上、私の討論です。

○議長（浜田和子） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 討論を終結いたします。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより採決に入ります。

ただいまの委員長の報告はこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、地域交流センター建設工事請負契約調査

特別委員会の報告は承認することに決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

承認要求書

○議長（浜田和子） 日程第42、承認要求書を議題といたします。

各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されて

おります。

―――――――――――＊―――――――――――

承 認 要 求 書

総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運営委員会は、議会閉

会中下記事件を調査いたしたいので承認されるよう南国市議会会議規則第98条の規定により

要求します。

記

1. 事 項 本委員会の所管に属する事項

1. 目 的 所管事項の把握

1. 方 法 委員会開催・調査のための視察等

1. 期 間 調査終了まで

令和４年３月18日

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

総 務 常 任 委 員 長 植 田 豊

産業建設常任委員長 村 田 敦 子

教育民生常任委員長 丁 野 美 香

議 会 運 営 委 員 長 野 村 新 作

―――――――――――＊―――――――――――
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○議長（浜田和子） お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました

承認要求書を承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって承認することに決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

議員派遣の件

○議長（浜田和子） 日程第43、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りいたします。議員派遣の件につきまして、会議規則第159条の規定によりお手元に配

付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りしまし

たとおり派遣することに決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の内容につき

ましては、諸般の事情により変更が生ずる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

議発第２号から議発第４号まで

○議長（浜田和子） ただいま議発第２号から議発第４号まで、以上３件の意見書が提出され

ましたので、お手元へ配付いたしました。

―――――――――――＊―――――――――――

議発第２号

地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

令和４年３月18日提出

提出者 南国市議会議員 神 崎 隆 代
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賛成者 南国市議会議員 有 沢 芳 郎

〃 〃 中 山 研 心

〃 〃 今 西 忠 良

〃 〃 西 山 明 彦

〃 〃 土 居 恒 夫

〃 〃 西 川 潔

〃 〃 前 田 学 浩

〃 〃 岩 松 永 治

〃 〃 植 田 豊

〃 〃 西 本 良 平

〃 〃 丁 野 美 香

〃 〃 斉 藤 喜美子

〃 〃 浜 田 憲 雄

〃 〃 野 村 新 作

〃 〃 岡 崎 純 男

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

…………………………………………………………………………………………………………

議発第２号

地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

少子高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中で、

新しい地域社会の構築は、地方自治体にとって喫緊の課題となっている。また今後は、新型コ

ロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減させるこ

とが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった、日常生活の現場の変容が求められてい

る。

そして今、政府の「デジタル田園都市国家構想」への取組をはじめ、社会のデジタル化への

流れが加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、地域の課題

解決に資するデジタル化を、適切かつ迅速に推進し、全ての住民がその恩恵を享受できる社会

を構築する時代が到来した。
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そこで政府に対して、子どもたちの学びの継続、医療への適時適切なアクセス、新しい分散

型社会の構築、持続可能な地域の医療と介護、地域住民の安全で安心な移動など、特に地方創

生と感染症対策に資するデジタル化の推進について特段の取組を求める。

記

１．全ての子どもたちの学びの継続のために

全ての地域で、感染症の拡大防止や不登校児童生徒への柔軟な対応など、誰もがどこでも安

心して学びが継続できるように、リモート授業を可能にするための通信環境等の整備、デジタ

ル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講じ

ること。

２．医療への適時適切なアクセスのために

地域住民が安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療等を誰もが身近に受けられ

るように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっている「かかりつけの医師」に

ついて、各地域に適切に配置すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、

全ての住民が「かかりつけの医師」につながれるための取組を強化すること。

３．新しい分散型社会の構築のために

地域の新しい兼業農家やデジタル人材の確保に向け、「転職なき移住」を実現するためのテ

レワークの拡大や、サテライトオフィスの整備等に対する補助金等の拡充や税制の優遇、さら

に移住者への住宅取得支援や通信料金の軽減など、分散型社会の構築への総合的な取組を強化

すること。

４．持続可能な地域の医療と介護のために

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護及び看護分野における人材不足の

解消に資するＩＣＴ技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当

該支援機器の現場への適時的確な導入を促進するために、その機能と安全性を適切に評価した

上での人員の配置基準の見直しが迅速に図られる体制を整備すること。

５．地域住民の安全で安心な移動のために

政府では、高齢化が進行する中山間地域における生活の足の確保等のため、「道の駅」等を

拠点とした自動運転サービスの実証実験を平成29年度より全国18か所で実施してきた。こうし

た技術面やビジネスモデル等に関する実験結果を踏まえ、各地域への実装配備が進められるよ

うに、導入要件の検討や補助事業の創設などに早急に取り組むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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令和４年３月18日

南 国 市 議 会

地 方 創 生 担 当 大 臣 野 田 聖 子 様

デ ジ タ ル ・ 行 政 改 革 担 当 大 臣 牧 島 か れ ん 様

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣 山 際 大 志 郎 様

デジタル田園都市国家構想担当大臣 若 宮 健 嗣 様

―――――――――――＊―――――――――――

議発第３号

水田活用の直接支払金制度見直しの再検討を求める意見書

上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

令和４年３月18日提出

提出者 南国市議会議員 土 居 篤 男

賛成者 〃 中 山 研 心

〃 〃 今 西 忠 良

〃 〃 西 山 明 彦

〃 〃 西 川 潔

〃 〃 土 居 恒 夫

〃 〃 杉 本 理

〃 〃 村 田 敦 子

〃 〃 福 田 佐和子

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

…………………………………………………………………………………………………………

議発第３号

水田活用の直接支払金制度見直しの再検討を求める意見書

農業は地域にとって基盤となる産業であり、自然と直接的に関わりを持ちつつ、自然の論理
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に従って自然と共存しながら、私たちに欠くことのできない食料を生産するという機能を果た

してきました。

また、農村や農地を保全していくことは、洪水や土砂崩れを防ぎ、多様な生物のすみかを提

供するなど、国土や自然環境の維持等のためにも重要であり、農村地域に育まれた伝統文化の

継承は、次世代への国民共通の財産として守るべきものです。そして、農村の有する多面的機

能は社会的共通資本というべきものです。

減反政策は、国の施策として昭和44年度から米余剰の解消を目的とした生産調整の実施に伴

い「転作助成金」制度が導入され、平成25年度からは「水田活用の直接支払交付金」として、

引き続き農業者の経営を支えてきた農政の根幹ともいえる制度です。

農業者の高齢化は本市においても例外ではなく、経営に占める割合が高い本交付金制度が廃

止になれば、その影響は甚大なものとなります。

さらに、今回の見直しが実施されると農業者のみでなく、地域の農業協同組合や関連産業に

与える影響も多大であり、農産物による採算の見込みが合わないことから耕作放棄を招くこと

も予想され、このことから農業者や農村の疲弊による農地の荒廃によって多面的機能も失われ

ていくことも想像されます。農村の衰退を招くような今回の制度変更は、これまで培われてき

た地域コミュニティの崩壊にもつながるものです。

よって、国におかれては、以下の事項について実現されるよう、強く要望する。

記

１．水田活用の直接支払交付金制度の見直しを再検討する

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和４年３月18日

南 国 市 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 様

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 様

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 様

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 様

農 林 水 産 大 臣 金 子 原 二 郎 様

―――――――――――＊―――――――――――

議発第４号
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消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書

上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

令和４年３月18日提出

提出者 南国市議会議員 村 田 敦 子

賛成者 〃 中 山 研 心

〃 〃 今 西 忠 良

〃 〃 西 山 明 彦

〃 〃 西 川 潔

〃 〃 杉 本 理

〃 〃 福 田 佐和子

〃 〃 土 居 篤 男

南国市議会議長 浜 田 和 子 様

…………………………………………………………………………………………………………

議発第４号

消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書

新型コロナ感染の影響で景気回復が見通せず、中小事業者の経営困難が続く下で、2023年

10月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が実施されようとしています。

消費税免税業者を取引から排除しかねないインボイス制度は、農業者、フリーランスも含め

全国500万の小規模事業者が、取引先や元請、業務委託先から取引を断られる、値引きや単価

引下げを求められる、課税業者になるよう要求され、消費税の納税が必要になるなど、廃業の

危機に追い込まれます。

地域経済が疲弊する下で、中小事業者は事業継続や雇用維持に必死の努力を続けており、イ

ンボイス制度に対応できる状況ではありません。高知県商工会連合会や日本商工会議所、日本

税理士会連合会など、多くの業界団体や関連団体も「凍結」「延期」「見直し」を表明し、現

状での実施に踏み切ることに懸念の声を上げています。

新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社会においても、地域に根差して活動す
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る中小業者の存在が不可欠です。新型コロナ感染の収束が見通せない中、消費税のインボイス

制度実施を延期することを求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和４年３月18日

南 国 市 議 会

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 様

総 務 大 臣 金 子 恭 之 様

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 様

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） お諮りいたします。この際、以上３件を日程に追加し、議題とすること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） この際、議発第２号を議題といたします。

お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略

し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより採決に入ります。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立多数であります。よって、議発第２号は原案のとおり可決されまし

た。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） 次に、議発第３号を議題といたします。

お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたし
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たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許します。１番杉本理議員。

〔１番 杉本 理議員登壇〕

○１番（杉本 理） 日本共産党の杉本理です。

ただいま議題となりました議発第３号水田活用の直接支払金制度見直しの再検討を求める意

見書案の賛成討論を行います。

来年度の水田活用の直接支払交付金において、長期間水張りされていない水田を交付対象か

ら除外するとの内容が国より示されました。本市の多くの農家も過去の減反政策に基づき主食

用米以外の作物への作付に協力してきた経緯にあり、突然交付金の対象外とすることについて

今後の経営不安と戸惑いの声も聞かれます。今後の政策転換により経営困難に陥り荒廃地が増

加するなど本市農業の崩壊への懸念のみならず、関連産業への影響等農業を基幹産業とする本

市においても地域経済への影響がいかほどか現時点では計り知れません。よって、この意見書

を上げるべきものと考えます。

以上、賛成討論といたします。同僚議員の御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（浜田和子） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 討論を終結いたします。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより採決に入ります。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立少数であります。よって、議発第３号は否決されました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） 次に、議発第４号を議題といたします。

お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略

し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（浜田和子） 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） これより採決に入ります。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（浜田和子） 起立少数であります。よって、議発第４号は否決されました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） この際、この３月末をもって退職される管理職の方に御挨拶をいただき

たく、許可いたしますので、御挨拶をお願いいたします。崎山市民課長。

〔崎山雅子市民課長登壇〕

○市民課長（崎山雅子） 春も深まり庁舎の玄関脇の桜が綻び始めました。

陽光、この桜は戦争で亡くなった教え子の慰霊のため、どんな気候の土地でも花を咲かせる

世界平和のシンボルにと、愛媛県の元青年学校の教員をされていた方が苦労の末作り出した品

種だということです。この桜に込められた願いそのままに、今の世界の混乱が一日も早く治ま

りますようにと祈るばかりでございます。

さて、退職に当たりこのように御挨拶の機会をいただきありがとうございます。

私と南国市の関わりは入庁前、県の臨時職員として田村遺跡群発掘調査報告書のお手伝いを

させていただいたところからでした。初めての部署は広報統計係、取材を通じ南国市の歴史を

はじめとする地域資源に、そして地域のため、また南国市のためにと生き生きと活動される市

民の皆さんに魅せられました。その魅力をたくさんの人に知ってもらいたいという思いは、そ

の後ホームページやフェイスブックでの情報発信につながりました。また、市民課での戸籍シ

ステムの電算化をきっかけとして、基幹業務システムは全国で統一したものをという思いは、

全国の仲間と切磋琢磨する中で私のライフワークとなりました。

「独木不成林」、先日亡くなった恩師の教えてございますが、一人一人の力には限りがあっ

て大事を成し遂げることができないという中国のことわざです。しかし、逆に協力し合えば大

きな力となる、昭和61年に入庁して36年間いろいろなことにチャレンジをする私を見守り、さ

りげなく助け育ててくれた諸先輩、同僚、振り返ればいつも周りの支えがありました。そのよ

うな中、御自分の住む地域を愛し活動されている市民の皆さん、全国の自治体職員との出会い、

このような方々と御一緒できましたことは大変ありがたいことであったと思います。
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最後になりましたが、議員の皆様をはじめお世話になった皆様に心からの感謝を申し上げ、

今後の南国市の発展と皆様の御活躍をお祈りいたしまして、甚だ簡単ではございますがお礼の

御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手）

○議長（浜田和子） 島本長寿支援課長。

〔島本佳枝長寿支援課長登壇〕

○長寿支援課長（島本佳枝） このたび、退職に当たりまして御挨拶を述べる機会をいただき

誠にありがとうございます。

私は、昭和55年４月に採用となり、市民課、企画課、総務課、会計課などの勤務を経て、平

成25年度から市民課長として４年間、平成29年度から長寿支援課長として５年間、この場に立

たせていただきました。医療保険や介護保険は初めて担当する分野であり、議会での一般質問

の際には十分な答弁ができないことがあったかと思いますが、議員の皆様には温かい御指導、

お力添えをいただきまして心からお礼を申し上げます。

また、この間行政職員として市民の皆様の生活に関わる様々な状況に接し、高齢者福祉につ

いて深く考える期間となり、貴重な経験をさせていただきました。これまでの市役所生活では

多くの思い出があり、困難と思えることもありましたが、市長をはじめ先輩、同僚職員、関係

機関や地域の皆様など周囲の方に支えていただき、今日まで市職員として業務を務めることが

できたと深く感謝をしております。

今、人生100年時代と言われるようになり、今後におきましては自分自身のためにも、また

南国市民といたしましても生活習慣を見直し、健康を意識した生活を送っていきたいと考えて

おります。

最後になりますが、今後の南国市のさらなる発展と皆様方の御健勝と御活躍を心よりお祈り

いたしまして退職の挨拶とさせていただきます。長い間大変お世話になり、ありがとうござい

ました。（拍手）

○議長（浜田和子） 谷合環境課長。

〔谷合成章環境課長登壇〕

○環境課長（谷合成章） 浜田議長をはじめ議員の皆様には貴重なお時間をいただきまして、

退職の御挨拶をさせていただく機会を与えていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

さて、私がこのたび定年を迎えることができましたのは、これまでに御縁をいただきました

多くの皆様方のおかげでございまして、心から深く感謝申し上げます。私ごとでございますが、

41年前の昭和56年４月に入庁し、当時の環境保健課に配属されました。入ってすぐに狂犬病予
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防注射で各地区へ巡回したことがつい先日のように思い出されます。時は流れて、現在も同じ

業務のある環境課所属で定年を迎えたことは、本当に不思議な運命を感じているところでござ

います。

また、浜田議長をはじめ議員の皆様、平山市長をはじめ職員の皆様には、業務遂行に当たり

多大なる御指導と御支援を賜り、深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

最後になりますが、「緑とまち笑顔あふれる南国市」を将来像と定め、実現に向けて邁進す

る本市のさらなる発展と、御縁をいただきました多くの皆様方の幸せを心からお祈り申し上げ

まして、退職の御挨拶に代えさせていただきます。41年間誠にありがとうございました。（拍

手）

○議長（浜田和子） 公文議会事務局長。

〔公文知子事務局長登壇〕

○事務局長（公文知子） 退職に当たりまして一言御挨拶をさせていただきます。

私は、昭和59年４月に市職員に採用となり、市民課をはじめ７つの職場で38年間勤務をさせ

ていただきました。どの職場におきましても優しい先輩方や同僚に恵まれ、周囲の皆様にも温

かく支えていただきながら今日まで務めることができたと思っております。

議会事務局ではこれまでで一番長く10年間勤務をさせていただきました。議会事務局長とし

て、法律など専門的な知識が求められる中十分なことができたのか分かりませんが、御支援く

ださいました議員の皆様には大変感謝いたしております。皆様方の今後ますますの御活躍と南

国市のさらなる発展をお祈りいたしまして、甚だ簡単ではございますが私の御挨拶とさせてい

ただきます。本日は御挨拶の機会をいただきまして誠にありがとうございます。長い間お世話

になりました。（拍手）

○議長（浜田和子） ４人の皆様、長い間大変御苦労さまでした。また、お世話になりありが

とうございました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（浜田和子） 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。

これにて第425回南国市議会定例会を閉会いたします。

どうも御苦労さまでした。

午前11時43分 閉会


